
２．担い手の処遇改善に向けた従前の取組
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令和７年３月から適用する公共工事設計労務単価について

19,121 19,116 
18,584 

16,263 15,871 
15,394 

14,754 
14,166 13,870 13,723 13,577 13,351 13,344 13,154 13,047 13,072 

15,175 

16,190 
16,678 

17,704 18,078 
18,632 

19,392 
20,214 20,409 

21,084 

22,227 

23,600 

24,852 

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

22,000

24,000

26,000
公共工事設計労務単価 全国全職種平均値の推移

H24比R07R06R05R04R03R02H31H30H29H28H27H26H25

+85.8%+6.0%→+5.9%→+5.2%→+2.5%→+1.2%→+2.5%→+3.3%→+2.8%→+3.4%→+4.9%→+4.2%→+7.1%→+15.1%全 職 種

+85.6%+5.6%→+6.2%→+5.0%→+3.0%→+1.0%→+2.3%→+3.7%→+2.8%→+2.6%→+6.7%→+3.1%→+6.9%→+15.3%主要12職種

参考：近年の公共工事設計労務単価の単純平均の伸び率の推移

注1）金額は加重平均値にて表示。平成31年までは平成25年度の標本数をもとにラスパイレス式で算出し、令和2年以降は令和2年度の標本数をもとにラスパイレス式で算出した。
注2）平成18年度以前は、交通誘導警備員がA・Bに分かれていないため、交通誘導警備員A・Bを足した人数で加重平均した。
注3）伸び率は単純平均値より算出した。

建設投資の減少に伴う労働需給
の緩和により下降

１３年連続の上昇

単価算出手法の大幅変更
・必要な法定福利費相当額の反映を実施

（円）

（１）最近の労働市場の実勢価格を適切・迅速に反映し、47都道府県・51職種別に単価を設定
（２）時間外労働の上限規制に対応するために必要な費用を反映

単価設定のポイント

（24,852円）令和６年３月比；＋６．０％（平成24年度比；＋８５．８％）全 職 種
（23,237円）令和６年３月比；＋５．６％（平成24年度比；＋８５．６％）主 要 1 2 職 種

全 国
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令和７年３月から適用する公共工事設計労務単価について

（1）最近の労働市場の実勢価格を適切・迅速に反映し、47都道府県・51職種別に単価を設定

（2）時間外労働の上限規制への対応に必要な費用を反映

※「主要12職種」は通常、公共工事において広く一般的に従事されている職種

注）金額は加重平均値、伸率は単純平均値で算出

令和６年度比全国平均値職種令和６年度比全国平均値職種

＋５．４％24,605円運転手（一般）＋５．６％27,035円特 殊 作 業 員

＋５．１％30,214円型 わ く 工＋５．３％22,938円普 通 作 業 員

＋６．３％29,019円大 工＋６．８％18,137円軽 作 業 員

＋６．８％29,351円左 官＋４．８％29,748円と び 工

＋５．７％17,931円交通誘導警備員Ａ＋５．９％30,071円鉄 筋 工

＋５．７％15,752円交通誘導警備員Ｂ＋５．０％28,092円運転手（特殊）

主要１２職種

全国

（24,852円） 令和６年３月比；＋６．０％全 職 種

（23,237円） 令和６年３月比；＋５．６％主要 1 2職種※

ポイント
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公共工事設計労務単価の概要

○改定：毎年10月、国、都道府県、政令市等発注の公共工事に
従事する建設労働者（約１１万人）の賃金支払い実態を
調査し、2月に単価を公表、3月に改定。

○留意事項：
・公共工事設計労務単価は、個々の契約（下請契約における労務単価や雇用契約における労働者への支払い賃金）を拘束するものではない

・法定福利費（事業主負担分）や、労働者の雇用に伴う会社負担の諸経費（労働者の募集・解散に要する費用、作業用具・被服に要する費用、

労働者の宿泊・送迎費等）は含まない。（これらは別途、間接工事費にて計上されている）

・時間外・休日・深夜の手当は含まない（必要に応じ発注者が別途積算）

賃金

定期の賃金

基本となる賃金 ①基本給相当額

時間外割増賃金、休日割増賃金など

家族手当、現場手当、役付手当、技能手当など

通勤定期の支給、食事の支給など

③実物給与

②基準内手当

賞与、退職金など

④臨時の給与

工具手当（経費に関するもの）、突貫手当など

割増賃金

諸手当

実物給与

臨時の賃金等

○ 予定価格では、１日８時間労働（時間外・休日労働なし）を前提として積算。

○ このため、設計労務単価は、支払い賃金から時間外割増賃金等を除いた上で、１日８時間労働に相当する額に換算し設定。（次の①～④）

公共工事設計労務単価の構成

○性格：公共工事の予定価格の積算用単価
（51職種、都道府県ごとに設定）

○法令：予算決算及び会計令第80条第２項
「予定価格は、・・・・取引の実例価格、・・・等を考
慮して適正に定めなければならない。」 請負工事費

消費税相当額

工事価格

一般管理費等

工事原価

間接工事費
共通仮設費

現場管理費

直接工事費 【歩掛×単価】

労務単価

資材単価
機械経費

歩掛（数量） ×

予定価格の積算体系

・現場労働者の募集等
に要する経費

・法定福利費 等

・現場の安全費 等

・会社（本支店）の必要
経費、適正利潤 等

共通仮設費
・現場の安全費 等

現場管理費
・現場労働者の募集等

に要する経費
・法定福利費

（事業主負担分） 等

労働者の雇用に伴う会社負担の諸経費が含まれる

（参考）公共工事設計労務単価の概要
※

※土木の積算体系
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（参考）建設投資の内訳

出所：国土交通省「建設投資見通し」
（建設投資見通し（名目値）の令和６年度見通し）

○ 建設投資市場においては、公共事業が約４割を占める。
○ 公共工事は「土木」、民間工事は「建築」が太宗。

建築・非住宅

（10.6兆円）

建築・住宅 （0.6兆円）建築・住宅 （0.6兆円）

土木

（18.6兆円）

建築・非住宅 （4.3兆円）

建築・住宅

（16.6兆円）

土木
（7.2兆円）

リフォーム・リニューアル（2.7兆円）

リフォーム・リニューアル
（12.4兆円）

【公共 26.2兆円】 【民間 46.8兆円】

70.9％

84.6％

土木：25.8兆円
（35.3％）

建築：47.2兆円
（64.7%）
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技能者にカードを交付

＜建設キャリアアップシステムの概要＞

技能者が現場入場の際に
カードタッチで履歴を蓄積

ピッ！

工事情報を登録し、
カードリーダーを設置【技能者情報】

・本人情報
・保有資格
・社会保険加入 等

社会保険加入の確認、施工体制台帳の作成 など

建設キャリアアップシステムの目的

目的

「建設キャリアアップシステム」は、技能者の資格や現場就業履歴等を業界横断的に
登録・蓄積し、 技能・経験に応じた適切な処遇につなげようとするもの

技能者の技能・経験に応じた処遇改善を進めることで、①若い世代がキャリアパスの
見通しをもて 、②技能者を雇用し育成する企業に人が集まる建設業を目指す

また、社会保険加入の確認や施工体制の確認などの現場管理を効率化し、生産性
向上を目指す

技能者の処遇

人材確保

生産性向上

経験や資格に応じたレベル判定

経験・技能に応じた処遇

現場管理での活用

レベルに応じた賃金支払い

就業履歴の蓄積 能力評価の実施技能者・事業者の事前登録

レベル1 レベル2 レベル3 レベル4

見習い

中堅
技能者

職長

登録基幹
技能者

指導者

昇格
評定

昇格
評定

昇格
評定

昇格
評定
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＜試算条件＞
• CCUSレベル別年収は、令和4年度公共事業労務費調査の結果をもとに、CCUSの能力評価分野・レベル別に分析して作成
• 労務費調査においてレベル評価されていない標本点も経験年数と資格を基にレベルを推定 （レベル1相当：5年未満、レベル2相当：5年以上10年未満、レベル3相当：10年以上又は一級技能士、レベル4相当：登録基幹技能者）

• 労務費調査の各レベルの標本において、「上位」の値は上位15%程度、「中位」の値は平均、「下位」の値は下位15%程度の全国の年収相当として作成 （必ずしも「上位」が都市部、「下位」が地方の年収相当を表すものではない）

• 「分野別でのレベル別年収の試算例」では、最新の国勢調査における技能者数が多い10分野を記載

レベル4
（中位～上位）

能力評価分野
レベル4

（中位～上位）
能力評価分野

7,080,000円 ～ 8,630,000円6,250,000円 ～ 7,690,000円

6,120,000円 ～ 7,540,000円7,030,000円 ～ 8,580,000円

6,970,000円 ～ 8,510,000円6,760,000円 ～ 8,250,000円

6,940,000円 ～ 8,470,000円7,120,000円 ～ 8,900,000円

6,790,000円 ～ 8,490,000円6,960,000円 ～ 8,490,000円

全 国 （ 公 表 ３ ２ 分 野 ）（年収）

◎建設キャリアアップシステム（CCUS）の能力評価に応じた賃金の実態を踏まえ、公共工事設計労務単価
が賃金として行き渡った場合に考えられるレベル別年収を試算し、公表。

◎レベル別年収の試算の公表を通じて、技能者の経験に応じた処遇と、若い世代がキャリアパスの見通し
を持てる産業を目指す。
※別途、中央建設業審議会・社会資本整備審議会 基本問題小委員会において、適切な労務費の確保等に関する制度改正についても検討

分野別でのレベル別年収の試算例

レベル4
（中位～上位）

レベル3
（中位）

レベル2
（中位）

レベル1
（下位～中位）

7,070,000 ～ 8,770,000円6,280,000円5,690,000円3,740,000 ～ 5,010,000円

本資料に示す金額に法的拘束力はなく、支払いを義務付けるものではない。

「上位」は上位15%程度の賃金水準であり、最上値ではない。

ＣＣＵＳレベル別年収の概要
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建設キャリアアップシステムの利用状況（2025年12月末）

技能者の登録数

事業者の登録数

就業履歴数

177万人が登録

※労働力調査（R6）における建設業技能者数：300万人

30.6万社が登録

※うち一人親方は10.6万社

現場での利用は増加傾向
累積就業履歴数 24,000万突破

※12月は549万履歴を蓄積

出所：建設業振興基金データより国土交通省
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※事業者の登録数は、有効期限の更新をしなかった事業者の数を差し引いている



359 万円

443 万円

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

（参考）
全産業労働者(非正規除く）

527万円

（出典） 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」（10人以上の常用労働者を雇用する事業所）
※ 年収額＝所定内給与額×12＋年間賞与その他特別給与額

• R2以降は「生産労働者」の区分が廃止されたため、建設業の「建設・採掘従事者」、「生産工程従事者」、「輸送・機械運転従事者」を加重平均して
「生産労働者」の額を推計

年収額
（万円／年）

建設技能者の賃金の推移
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２．のまとめ

○ 新規入職者の参入を阻む要因の一つとして、建設業の技能者の賃金水準が、
厳しい労働環境下にあるにもかかわらず、他産業比で低位にとどまっている
ことが存在。

○ これまで、公共工事設計労務単価の引上げをはじめ、様々な取組によって、
建設分野の賃金は着実に上昇しているが、民間工事に従事する事業者や下請
業者も対象となる施策が必要。

○ 技能・経験に応じた適切な処遇の実現に向け、CCUS（建設キャリアアッ
プシステム）を使った技能者のレベル別評価・レベルに応じた処遇を進める
ことにより、建設業への入職を志す若い世代に対し、キャリアパスの見通し
を示せる産業になることが必要。
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